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都市基盤整備特別委員会 

 

 平成１８年８月２１日午前９時００分から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

    ◎嶋田 善行    ○坂口  徹     飯  昭二 

     浅井 正八     三木 誓士     川 勝義 

     中川議長 

 

２．理事者出席者 

    助     役  芳村  是    総 務 部 長  植村 哲男 

    都市建設部長         藤本 宗司    都市整備課長         藤川 岳志 

    都市整備課参事  堤  和雄    同 課 長 補 佐         井上 貴至 

    上下水道部長         池田 善紀    建 設 課 長  加藤 保幸 

 

３．会議の書記 

    議会事務局長         浦口  隆    同   係   長         峯川 敏明 

 

４．審査事項 

    別紙の通り 
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開会（午前９時００分） 

署名委員 坂口委員、飯 委員 

 

 委員の皆様にはご苦労さまです。 

 全委員出席されておりますのでただいまより、都市基盤整備特別委

員会を開会いたします。 

 それでは、本日の会議を開きます。 

 町長が公務出張のため、助役の挨拶をお受けいたします。 

 

 （ 助役挨拶 ） 

 

 次に、本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。 

 署名委員に、坂口委員、飯高委員のお二人を指名いたします。よろ

しくお願いいたします。 

 本日の審査案件は、お手元に配付しておりますとおりでございます

が、審査に入ります前に、先にＪＲ法隆寺駅整備工事の状況について

現地調査を行い、帰庁後に会議を始めたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。それではＪＲ法隆寺駅整備工事の状況につい

て先に現地調査を行い、帰庁後、会議を始めたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。 

 委員並びに理事者の皆さんには、保健センター前に町マイクロバス

を待機していただいておりますので、乗車願います。また委員以外の

議員の皆さんにも折角の機会であり、現地に行かれる方は同乗してい

ただきますようよろしくお願いいたします。 

 現地調査のため、暫時休憩いたします。 
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 （ 午前 ９時 ９分 休憩 ） 

 （ 午前１０時３０分 再開 ） 

 

 再開いたします。 

 委員並びに理事者の皆さんには暑い中、現地調査ご苦労さまでござ

いました。それでは会議を始めます 

 （１）都市計画道路の整備促進に関することについて、①「いかる

がパークウェイ」についてを議題といたします。理事者の説明を求め

ます。藤川都市整備課長。 

 

 それでは、いかるがパークウェイについて報告をさせていただきま

す。 

 まず、事業の進捗状況でございます。稲葉車瀬区間におきまして、

現在も用地の取得が進められているところでございますが、今年度、

約３，０００㎡の用地の契約がなされたところでございます。内訳と

いたしましては筆数にいたしまして、１７筆でその内家屋が１件含ま

れてございます。これによりまして、用地取得率といたしましては、

面積において約９６％となってございます。１件の家屋につきまして

は、移転先の確保ができたことによりまして、今後、法的な手続きを

経て、移転先となる建物を建築されたのち、土地の引渡しを受ける予

定で進めさせていただいているところであります。 

 残っております用地の内、１件の家屋等につきましては、現在、移

転先についての移転に必要な法的な手続きを進めるべく、建築計画の

具体的な検討が進められておりまして、年度内には用地補償契約を締

結していただける事となっております。その他残っております用地に

つきましても、個々の課題整理を国とも調整しながら、早期に全ての

事業用地を取得できるよう努めているところでございます。 

 国では、用地買収の進捗に伴いまして、工事着手に向けて現在、稲

葉車瀬区間で詳細設計を並行して進めていただいているところであり

ます。主な内容と致しましては、これまで竜田川の橋梁等設置に際し
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まして、予備設計をいたしていただいていたところでございますけれ

ども、現在の岩瀬橋に新しい橋が重なってくるという計画になってお

りますことから、まず下流側に仮橋を架けてから岩瀬橋を撤去して新

しい橋を架設するという計画をされておったところなんですけれども、

今回の詳細設計におきまして、工程の短縮と経済性の観点から現在の

岩瀬橋をそのまま利用しながら、新しい本線の車道と上流側の歩道部

分でございますが、その橋梁の架設を行いまして、その部分が完成を

した後に、現在の岩瀬橋の交通を新しい橋に迂回させたあと、岩瀬橋

を撤去して、残っております本線下流側の歩道部分の橋梁を架設する

という風に新しい橋を２分割して分割施工する方法を今現在考えてお

りまして、そういう方法になるのではないかという見込みでございま

す。また、本線の橋梁予定地には、先ほど助役さんからもお話がござ

いましたように、県営水道、それから大阪ガスの本管、それぞれが埋

設されているというところで、この橋梁下部工にそれらが支障すると

いう事で、まず埋設管の位置を確認するために、河川内でボーリング

調査及び電磁調査を行ない、各埋設管の位置を確認しようという事で、

現在、県河川課と調査の時期や実施方法につきまして調整中というこ

とであります。この結果によりまして、橋梁工事の時期も定まってく

ると思われますけれども、結果によっては、橋梁下部工事の施工方法

の再検討も必要になってくるという事が予想されまして、予定されて

いた年度内において、橋梁工事の着手という事に若干影響する可能性

も含まれているところでございます。また、用地が相当まとまってき

ておりますことから、橋梁の詳細設計も進められており、次の工事の

準備といたしまして、秋頃から埋蔵文化財の調査に着手をしていただ

くという予定になっております。国では、このように稲葉車瀬区間の

進捗状況をにらみながら、他区間での事業展開についても検討を進め

ていただいております。昨年度、五百井地区におきまして計画路線上

に宅地開発が進められているということにつきまして、パークウェイ

推進協議会の方からも国に対しまして早期に買収できないかという要

望もいただいておりまして、今日まで国では計画路線の啓発のための
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ＰＲ看板の設置等していただきまして、また、事業予算の確保につき

ましても努力をいただいておりました。合せて町の方からも国には強

く要望をさせていただいておりましたところ、小吉田モデル区間から

県道大和高田斑鳩線までの間におきまして、予備設計の実施と地元に

入っていくという方向で現在調整中でございまして、今週末、８月２

５日（金）になるんですけれども、開催を予定していただいておりま

す、いかるがパークウェイ推進協議会にて報告をさせていただき、ま

た確認させていただいたうえで、事業を進めて参りたいという風に考

えてございます。 

 次に、いかるがパークウェイ推進協議会でありますが、今申し上げ

ましたように、８月２５日に第１４回の推進協議会を開催していただ

くという事になっておりまして、事業の進捗状況や今後の事業展開に

ついて報告、協議させていただくこととしております。また、本日お

手元の方に配布させていただいております資料１でございます。いか

るがパークウェイ推進協議会広報第６号でございますけれども、これ

を本年５月１日に全戸配布させていただいておりまして、昨年度、町

内全世帯を対象に実施いたしました、モデル区間の整備内容について

の評価アンケート結果の公表をしていただいているというところでご

ざいます。 

 最後になりますが、国道２５号の安全対策といたしまして、歩道整

備の計画についてでございます。場所といたしましては、国道２５号

の龍田３丁目地内、斑鳩交番から西側の点滅信号の交差点まで、国道

の北側だけでございますけれども、歩道の整備計画を国でしていただ

いております。予てから土地の所有者の方に用地の協力を求めてまい

ってきたところでございますが、５月１５日に関係者の方々との土地

の筆界の確認のための立会を実施しさせていただきまして、その後、

２件の土地の所有者の方のうち１件につきまして、７月１９日に用地

契約を締結をさせていただいたところでございます。他の１件につき

ましても現在、国におきまして用地交渉を重ねていただいております

けれども、用地契約ができましたら、今年度内に歩道整備の工事に着
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手をしていただくという予定でございます。計画の内容と致しまして

は、歩道延長が交番前も含めまして約１２０ｍ、幅員は歩道幅が１．

５ｍを新設するという計画になってございます。当該歩道ができます

ことによりまして、交番前のバス停から西側点滅信号の交差点までの

間は、今までよりも広い歩道を利用していただいて、安全に通行をし

ていただけるという事になる予定になってございます。 

 以上で、いかるがパークウェイについての報告とさせていただきま

す。よろしくご審議の方、お願いします。 

 

 説明が終りましたので、質疑をお受けいたします。 

 川委員。 

 

 今、岩瀬橋の関係の説明を受けたわけなんですけれども、これは地

元の方へも説明会を開いていただけるのかどうか、それとですね、代

替地関係になろうかと思うんですけれども、法的手続きの関係なんで

すけれども、こういうものをやっぱりもっと町が協力してですね、私

は推進していくべきだと思うんです。この前聞くと、いやもう、業者

に任せたままで、みな私は頼んでる業者に言うていかんなん、簡単に

言うと町は何もしてくれないねん、というような事も聞いてますんで

ね、やっぱりもっと真剣に町がね、協力すべきだと思うんです、何事

でも。そこらどない考えておられるのかね、特に岩瀬橋の関係ですけ

れども、前は下流の方で、今説明あったとおりだと思うんですよ。し

かし今度はそれをやらないでという事なので、駅の関係でもちょっと

お話出てたようにやっぱり危険な状態が、竜田川上流の方へ曲がる関

係とかですね、どういう格好になるのか分からない、地元にもやっぱ

り丁寧な説明をして、やっぱり理解を求めるというのが私、一番大事

だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

 ただ今、 川委員の方からご指摘いただきました岩瀬橋の橋梁工事

に関します地元説明を丁寧にという事でございますけれども、今現在、
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先ほどご説明させていただきましたように、計画をしております。こ

の計画が出来ましたら工事行程等見えてこようかと思います。工事に

着手する前には地元の方にも十分説明をさせていただきまして、交通

安全を含めまして、十分に配慮した施工計画を立ててご理解を願った

うえで、工事をするという事にさせていただきたいという事でござい

ます。 

 それと２点目の代替地の関係ですけれども、法的な手続きと申しま

すのは、新たに移転先の代替地ですね、これに関する法的手続きなん

ですけれども、手続き自身はやはり個人さん申請という事になります。

委員おっしゃっていただきましたように、個人の方から各委託ですね、

業者側に委託をしていただいてやっていただいてるわけですけれども、

当然我々としましては、その内容につきまして、事前に協議できる部

分、それと我々でさせていただける部分については十分に対応させて

いただいて、出来るだけ早く手続きを済ませていただけるように、今

後とも努力をさせていただきたいという風に思います。 

 

 今、課長答弁していただきましたんで、それで結構だと思うんです。

出来るだけやはり皆さんに理解求めるために、丁寧な説明を続けてい

ってほしいという事を要望しときます。 

 

 他にございませんか。三木委員。 

 

 岩瀬橋から三室に向かっての七軒の家の、あの辺の話合いは何かな

されてるんですか、いかがですか。 

 

 今、委員おっしゃっていただきました、岩瀬橋から三室の交差点の

方への用地という事でございますけれども、基本的には今現在、稲葉

車瀬区間という事で、岩瀬橋の西側二軒につきまして、今回の計画事

業区間の中に入ってございますので、補償交渉もさせていただいた上

で進めさせていただいておりますけれども、そこから西側につきまし
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ては、今後、国道２５号との取り合いも含めまして全体計画の中で今

後進めていかせていただきたいという事で、現状としては具体的な協

議はさせていただいてないというところでございます。 

 

 一軒もしてないんですね。 

 

 具体的に買い取り要望等をされておいでになる方で、問い合わせ等

はあった事はございますけれども、国なり私どもの方から、こちらの

方から積極的に交渉に行くという現状にはなってございません。 

 

 他にございませんか。議長。 

 

議長 えらいすいません。推進協議会の広報、これ資料１で付いてま

すねけど、この第１３回推進協議会の下段の（２）で、事業が進む中

で計画路線上において、住宅建築や建替えが見受けられることについ

て、事業費の増大や事業の進捗にも影響するため、行政として強制力

をもった対策を講じていくべきである。という、記事が載ってるんで

すが、私も同感で、更地を買収するにあたっては、土地だけの補償で

済むんが、その更地で新たに建築をされると家の補償もついてくると

いう事でね、この稲葉車瀬区間以外でそういう計画をされる時、町は

事前協議とか色々申請手続きの時に分かると思うんですよね。そうい

う時に町の考え方、国に対するお願いなり、どのように考えておられ

るかお聞かせ願いたいと思います。 

 

 ただ今ご質問いただきました件でございます。今回いかるがパーク

ウェイは国で事業を実施していただいているというところでございま

すけれども、国の事業区間といたしましての稲葉車瀬、今回稲葉車瀬

ですけれども、一定の区域を区切って事業を実施しております。この

いかるがパークウェイ、都市計画道路ですけれども、これは都市計画

決定がなされておりますけれども、実はそれ以上の手続きが今まださ
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れておりません。今回ですね、この記事にございますような事業に入

っていっていない区域、こういう建築が出てきた場合、町といたしま

しては出来るだけ建築を避けていただくように窓口でお願いをさせて

いただいております、という事とともにこういった事業、建築計画が

あるという事で国の方にも申しまして出来るだけ事業を進展していた

だくように、というお願いをさせていただいておりますけれども、都

市計画法上、都市計画決定をなされているだけであれば、法的に許可

を受けて一定の要件を満たす建物の建築ができるという事で、やはり

個人の主権の方が強い状態でございますので、どうしても任意で協力

をお願いするといった状況にしかございません。従いまして、最終的

にどうしても建築という事になってきますと、法的に強制的に止める

といった形には今現状にはなり得ないというところでございます。出

来るだけご理解願うように、事業主の方にご理解願えるように、我々

としてはお願いをしているという事でございますので、ご理解のほど

お願いします。 

 

 今、答弁いただきましたように、個人の財産の中にあるもので、そ

の人が建てると言われたら強制的に中止と出来ないというお答えやと

思いますねけど、その地権者の方に理解をいただいて、今の時点で言

ったら稲葉車瀬区間外でも先に国にお願いしてもらって、その部分を

もう土地だけの時に買収をしてもらうという進め方は出来るという事

でいいですかね。 

 

 ただ今おっしゃっていただきました計画区間以外のところでの土地

という事でございます。現在、これまででもやっぱり各地区におきま

して、色々と個人さんの方から買い取りできへんか、という買い取り

要望ございます。国の方でもそういった形で申入れもしながら今日ま

できてるわけですけれども、今のところ計画的に進めている区間外で

の買い取りというのは出来ないというところが今の状態になってござ

います。以上です。 
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他にございませんか。 川委員。 

 

 １７年８月２２日に稲葉地区からこのいかるがバイパス改築工事に

ついて、要望出てますね、これについては、文書で委員会で出された

わけなんですけど、その後ちゃんと話合いは終わっておるんかどうか、

同意していただいてるんか、その確認だけしときたいと思います。 

 

 ただ今ご質問いただきました件でございます。稲葉地区、稲葉自治

会及び水利組合の方から各種要望をいただいているところでございま

すけれども、今日まで地元と色々協議をさせていただいておりまして、

現在、稲葉の自治会の方で、地元の調整を再度行っていただけるとい

うところでございます。ただ、そういう状態でございますので、まだ

最終結論が出たといった事にはなってございませんが、協議を続けさ

せていただいているというところでございます。 

 

 他にございませんか。 

 

 （ な  し ） 

 

 ないようですので、これをもって①「いかるがパークウェイについ

て」の質疑を終結いたします。 

 以上、本件については説明を受け、当委員会として了承をしたとい

うことで終わります。 

 次に、②「法隆寺線について」を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。藤川都市整備課長。 

 

 それでは、法隆寺線について報告をさせていただきます。 

 まず、工事関係でございます。龍田南２丁目の中央公民館東側の町

道４８９号線から北側へ約８０メートル区間におきまして、１８年３
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月末までに道路の東側の擁壁や水路等の一部の構造物の工事を完了し

たところでございます。また、昨年度に用地取得いたしました小吉田

２丁目の事業用地でございます、につきましては、埋蔵文化財の発掘

調査の実施につきまして、担当課との調整を進めておりまして、工事

に必要な作業等を順次行いながら、事業進捗を図ってまいりたいと考

えております。次に、用地関係でございますけれども、今年度以降、

新たに用地を取得できていないのは現状でございます。残っておりま

す用地の交渉の状況と致しましては、小吉田２丁目の１件の家屋の方

に対しましては、代替地の希望をされておりますことから、数件の候

補地の提示も行いながら、用地交渉を進めてございます。現時点では

まだ了解をいただけていないという状況ではございますけれども、今

後も必要な候補地等を検討しながら調整に努めてまいりたいと考えて

おります。また、国道２５号南側の店舗付きマンションにつきまして

も、前向きに検討いただけるという状況になってきておりまして、こ

れまでも交渉を重ねてきているところでございますが、今後も地権者

の諸条件の可能な限り、整理をしながら、ご理解、ご協力いただける

よう交渉に努めまして、早期に用地の取得が出来ますよう努力して参

りたいと考えております。 

 以上で、法隆寺線についての報告とさせていただきます。 

 

 説明が終りましたので、質疑をお受けいたします。 

 

 （ な  し ） 

 

 これをもって「法隆寺線について」の質疑を終結いたします。 

 本件についても説明を受け、当委員会として了承をしたということ

で終わります。 

 次に、③「その他の路線について」を議題といたします。 

理事者の説明を求めます。藤川都市整備課長。 
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 その他の路線についてでございます。その他の路線といたしまして、

以前から法隆寺門前線があったわけでございますけれども、今回特に

報告をさせていただく事柄がございませんので、ご了承願いたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

 ただ今、説明が終りましたので、質疑をお受けいたします、と言う

よりも説明がないという事なんで、何か質問等ございましたらお受け

したいと思います。 

 

 毎回同じ質問で申し訳ないんですけれども、国道２５号線の三室の

前ですね。これは斑鳩都市計画を打ってですね、路線を決めておられ

るわけなんですけれども、現在、昭和橋よりまだ南の方ですね、香芝

の１６８号交差点まで、私その後ちょっと確認してないんで、間違っ

てたら許していただきたいんですけれども、今年中に都市計画をうっ

て２５メーターにする。それは、三室の交差点までその計画やという

事を聞いておるんですけれども、前にもちょっと申し上げたと思うん

です。その後、町としてどう考えておられるのかね、仮に課長、先に

申し上げた区間が都市計画打たれるとね、今度こちらへ打つ時には大

変だと思うんです。やっぱり斑鳩町は斑鳩町でもっと真剣に将来の都

市計画を考え、バイパス一つにしてもやっぱりこの道つく事によって、

色々な問題点も今までに提起されてるわけなんです。それを乗り越え

てやっぱり協力してもらい、やっていく中でやっぱり斑鳩町として一

番最低の、都市計画をうたんとですね、いま仮に２５号線までは、こ

のパークウェイ出来上がってもですね、あこから今度王寺経て、昭和

橋も一杯ですわな、今。昭和橋の神南よりの橋の右折レーンをこしら

えていただいた。初めは私は斑鳩町がその運動していただいて、出来

上がったと、そう思ってたんですけれども、王寺行きますと、そうじ

ゃないわけです。王寺の方でつかえるから、あれは王寺が運動してや

ったんやと、こういう回答なんです。そういう事を聞くとですね、斑

鳩町は何をやってるんやと、せやからあの二の舞踏まんようにですね、
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私は早い目早い目に計画を練り、またその計画に向かって私は進めて

いくべきだと思うんです。今、住民の皆さんの理解を得るという事が

一番問題というのか、大事な事だと思うんです。それをしようと思っ

たらやっぱり時間もかかるわけです、努力もしてもらわんないかん。

斑鳩町は私はその点がどうも足らんと言ったら何ですけれども欠けて

るんではないかという疑問を私は、これは私一人だけかも分かりませ

んけれども持ってるわけなんです。やっぱり皆さんの理解を得て、皆

さんに説明をしてですね、私必ず説明を何回か繰り返し、いろいろ議

論していったら、必ず行き着くとこ行き着くと思うんですよ。やっぱ

りその説明が足らない、努力が足らなかったら途中で屈折してしまう、

という事になり兼ねないので、是非とも私は早い目早い目にね、大変

だと思うんです。私が口で言ってるように簡単にはいかないのは、私

はもういつも申し上げてます。だから、理事者だけやなしに、地元に

も理解していただいたら、一つあれに向かっての協力を互いにやり、

また議員も同じだと思うんです。もっと町民、役場も一体となって、

やっぱり進められる都市計画を私はやるべきだと思いますんで、今の

計画について、どの程度私が前にも質問してますんで、県へ聞いても

ろたらじっきに分かると思うんですよ、調べたら。調べてもろた事が

あるんか、いや、斑鳩町としてはまだそこまでは考えてないとおっし

ゃるのか、斑鳩町として今どう考えておられるのか、ご答弁願いたい。 

 

 今、委員ご指摘のあったように、三室交差から香芝方面、１６８、

この辺については一体的に都計変更をやっていこうというような事で

聞いていたわけなんですけれども、１６８、王寺区間については用地

買収も進められてきておりまして、計画も大筋まとまった段階にある

という中で、都計を先行するような話も聞いております。そうなると

三室から王寺の間について、委員ご指摘があるように、取り残されて

るというような状況になってしまいますんで、町としたら当然早期、

都計変更をやっていただくという事で、協議ある毎に要望もしてきて

いるところです。ただ、王寺の区間で県が都計を先行するという事に
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ついては、王寺区間についての計画がまとまってくるという事になっ

てきますので、県の方も計画をまとめるについては、その王寺区間の

１６８の計画に合せた形で当然、都計変更をやっていくわけですから、

まとめやすくなってきてるという状況になっております。あくまでも

三室から王寺の間については２５号という事ですので、計画をまとめ

るのは国の方でまとめていただくという事になってまいりますんで、

町の方については、その辺について協議があれば、当然町の都計審に

も報告をしていくという事になってこようかと思いますんで、その辺

について、早期にそういう体制がとれるように、要望を行っていると

いう状況でございます。 

 

 今、要望してるとおっしゃってますけれども、私は２５号線で国の

計画やと言わはるけどね、そんなん国の計画待ってたんでは遅いです

がな。斑鳩町として王寺から１６８号線まで、いつ完成なるか私も分

かりませんけれども、出来る、いかるがパークウェイ出来る、あの区

間だけ取り残された場合にね、一生懸命やってもらった斑鳩町のパー

クウェイまで私、影響してくると思うんです。やっぱりあそこ、スム

ーズに流れるように計画を斑鳩町がもってですよ、そして国へお願い

に行きでんな、話合いをしてもらう。そういう話合いは今まではして

おられるのか、私が前に質問してからしておられるのか、しておられ

ないのか、聞かせてください。 

 

 国においても当然、先ほどちょっと申しましたけれども、国におい

ても早期取り組みをやっていくという事については、考えてもらって

るわけです。町が計画をまとめて国に出すと、直轄なんで、直轄区間

を町がなんぼ絵を描いてもですね、その辺については、あくまでも国

の方で国道、三室であればですねパークウェイ、それから国道２５号

の取り合い、信貴山線からの取り合い、この辺の事を整理をしてです

ね、計画をまとめてもらうという事になってきますんで、国、県の計

画についてですね、町の方でまとめると、これはもう難しい話ですん
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で、その辺については国でやっていくという風には認識はしていただ

いている、１７年度中にでもその計画について、まとめるだけの作業

に入るという事も聞いておったんですけど、事情等ございまして、少

し延びてきてるという状況でございますので、当然認識をしてるとい

う事でご理解いただきたいと思います。 

 

 これを前の時にも国の方は積極的に、国の方から広げるというよう

な事を言っていただいているという事で、私もほんとに有難く思って

るわけなんです。しかしそれをやっぱり、斑鳩町が知らん顔してると

いう事はないんですけれども、やっぱり斑鳩町もそれに沿ってね、早

い事計画して欲しいと、いつも常に皆さんの協力を得て、同意を得て

こうして進めてきてんねからね。それに合わしてやっぱりやってもら

うくらいの、国が考えてるって言うんやから、それを早期にね、実行

してもらい、また確かに基本計画は国、県がするかも分かりませんけ

ども、やっぱりそこへ斑鳩町としてのその図面を見てですよ、検討し

て、やっぱりこれはちょっとこうしてもらわないかんと、竜田川の改

修でもそうですやん、斑鳩町としてやっぱり私らは、やっぱり紅葉、

竜田川と言ったら紅葉や、という感覚持ってるわけなんです。だから

私は斑鳩町としてどういう要望したのか、という事を前にも質問した

わけなんです、そういう事を私はやってほしいわけです。そしたら、

言うてること１００％やってくれるかと、それは分かりませんが。し

かしその努力を私はやるべきだと思うんです。もし町、理事者の方で

やってもろて、ここまでいったけどもどうも難しい、議会も一つ協力

してこういう計画でやろと思ってんねけどどうやろ、という事でやっ

ぱり一体となって運動できるように持っていかなあかんと思うんです。

そんな何が全然ありませんやんか。これでおきますけれども、是非と

も私は、国でやったろ、あこは広げなあかん、こうせんないかんと言

ってくれてますんで、私は早期にその計画を把握して、斑鳩町として

これはいいもんやという事になるんか、もうちょっとここを、仮に歩

道が少なかったら歩道を広げてほしいとかでんな、やっぱりそういう
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要望を私はしていくべきだと思うんです。出来上がってもう決定して

まうと、そういう事は言ってもあかんわけなんです。是非ともですね、

今、忙しいのはよう分かりますけれども、一つ、県、国に対して再度

ですね、私は要望を、それからまた早期に計画される、計画というん

かな、それを把握できるように、私は最善の、今後努力をしていただ

くようにお願いをしておきます。終わります。 

 

 ただ今の 川委員の意見を真摯に受け止めていただきまして、鋭意

努力していただきたいと思います。 

 他にございませんか。三木委員。 

 

 国道２５号線龍田大橋交差点、１６８号椿井からの右折レーンの件

ですが、最近立ち退きまして、あそこ最近、フェンスで人が通れるよ

うな形をとって、椿井側から県道の方に行くような、そういうような

フェンスを作っているように見受けられたんですけど、まずは水路の

上に鉄板をひいてというような事も、ちらっと聞いたんですけど、今

後の進捗状況、どういう工事内容で完成がいつか、その辺の事を教え

ていただけますか。 

 

 龍田大橋の交差点改良、１６８から出る部分でありますけれども、

右折レーンを確保していただくという事で、県の方で建物の所有者４

軒でしたか、買収をしていただきまして、今、更地状態になっており

ます。業者も決まりまして工事が進められる、盆前に業者決定されて

ますんで、盆明けまで工事がされないという事で、暫定的に通学路確

保という事で、その辺の対策も講じていただきました。今後、これか

ら工事を進めていくにあたって、西の山住宅、夕陽ヶ丘の子どもさん

の通学路になりますから、その辺の子どもさんの安全を確保すると、

迂回ルートを設けながら、十分安全対策をとって対応をさせていただ

くという事の確認をいたしておりまして、その辺でフェンスを立てて

通学路を確保していくとか、ガードマンを設置して誘導するとか、そ
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ういう事で考えていただいております。工期的には年内か年明け位に

は執行するという状況になろうかという事で聞いております。そうし

たことで出来るだけ安全の面について十分配慮しながらやっていただ

くという事で、ご理解願いたいと思います。 

 

 ちょっと複雑な状況になってるようですので、安全面もちょっと重

視されてやっていただくという事ですが、小学校の登校、下校という

事もございますので、安全面特に留意されてやっていただくようにお

願いしておきます。 

 

 他にございませんか。 

 

 （ な  し ） 

 

 ないようですので、これをもって「その他の路線について」の質疑

を終結いたします。 

 本件についても説明を受け、当委員会として了承したということで

終わります。 

 続いて、（２）ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業に関することについてを

議題と致します。理事者の説明を求めます。堤都市整備課参事。 

 

 ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業に関することについてご報告させていた

だきます。まず、前回委員会以降の事業の進捗状況についてでであり

ますが、当初の駅舎橋上化事業の建築工事の関係でございますが、先

ほど、現地視察におきましてＪＲより説明を受け、また現地をご覧い

ただいたように、自由通路につきましては西側の南北階段を残して建

築工事の大部分が完了しております。７月末現在におきましては、駅

舎橋上化工事全体進捗といたしまして、約３６％、自由通路のみの工

事の進捗率といたしましては約８０％となっております。なお、現在、

行っておりますエスカレーターの設置や取り合い工事が終わりますと、
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９月２日（土）には、既設の駅跨線橋にかわりまして、駅利用者のた

めの跨線橋として新規の自由通路の一部を仮使用するという事になっ

ております。配布いたしております資料２をご覧いただけますでしょ

うか。今申し上げました仮使用する部分につきましては、図面で黄色

に着色した部分でございます。赤色で入れております仮囲いを設置い

たしまして、利用者の安全確保に努めながら自由通路の使用する部分

を区分していくこととなります。なお、この時点ではエスカレーター

の利用は可能となりますが、エレベーターは利用できないこととなっ

ております。９月２日以降におきましては、駅舎建築位置に存在いた

します既設の跨線橋を撤去いたしまして、緑色の枠で囲んでおります

橋上駅舎工事施工部分において、ピンク色に着色しております駅舎工

事や青色で着色しております自由通路西側の南北２ヶ所の階段や、駅

舎との取り合い部分の床等の仕上げまして、工事を行いまして平成１

９年３月上旬にはオープンできるように進めているところでございま

す。 

 次に、駅周辺道路計画の取り組みについての状況でございます。 

 まず、駅南口の１号線であります。駅前広場から県道大和高田線の

高架下付近でありますけども、３月末に筆界確認の為の立会を実施い

たしてきましたが、境界に難色を示されていた地権者との調整につき

ましても、調整を行ってきたところでありますが、概ねご理解をいた

だける状況となりました。このことから今後、筆界確認のための図面

の整理を致しまして、関係者の確認印の受領作業等を進めて参りたい

という風に考えております。 

 次に駅南口の新家地区であります。２号線であります。３月末に筆

界の確認の為の立会を実施いたしてきましたが、立会い後の整理を進

める中で、地区内２ヶ所にある農道の位置付けにつきまして、地元の

役員の方々とご協議を進めてきたところでありますが、８月５日に再

度、この件につきましても関係者の立会いをお願いいたしまして、方

針がまとまったところでございます。今後、これを踏まえまして、筆

界確認図の整理を致しまして、関係者の確認印の受領作業を進めてい
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きたいという風に考えております。 

 次に駅前北口からの踏切方面への４－１号線であります。本日、現

地におきましても確認いただきましたが、この道路計画では、ＪＲの

廃線用地を取得致しまして整備を行いますことから、先般、用地買収

線につきまして、ＪＲと現地立会いを行ったところであります。現在、

ＪＲにおきまして、この用地買収線の確定作業を依頼しているところ

であります。用地買収線が確定いたしましたら、面積を算定いたし、

具体的な用地交渉を進めて行きたいという風に考えております。なお、

当該路線は今年度と来年度の２ヵ年で整備を行う予定でありますが、

今年度はＪＲ敷地の道路擁壁や歩道部分の施工をいたしまして、自由

通路との取り付け工事を実施する予定を致しております。 

 次に駅南口広場の整備でございます。南口広場につきましても今年

度と来年度の２ヵ年で整備を行う予定でありますが、今年度は広場北

側の既存歩道部分につきまして、歩道の一部を施工し、自由通路との

取り付け工事を実施する予定を致しております。 

 以上、簡単でありますが、駅周辺整備事業の進捗状況等とさせてい

ただきます。 

 

 説明が終わりました。先ほども、現地も見ていただいて、お気付き

の点等もあろうかと思います。質疑があれば、お受けいたします。 

 

 道路関係なんですが、毎回ご指摘申し上げ、またお願いをしておる

わけなんですが、まず一点確認をしておきたいのは、この前に都市計

画審議会があったわけなんです。その以前に、町の方から財政健全化

検討住民会議、議事録もみな取ってるわけなんですけど、町長の諮問

機関として、検討されたわけなんです。その方から、今説明あった道

路、特に２号線等については、要らないというご指摘があったわけな

んです。今の斑鳩町の財政では到底、到底とはおっしゃってませんけ

ど、やっていけないんだと、だから私にとってみると無駄な道はつく

らなくてもいいというご意見があったわけなんです。町として町から
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諮問機関としてちゃんと答申書も出てるわけなんです。都市計画審議

会でああいう意見が出るという事に対して、町としてどう考えておら

れるのか、まず聞かせてください。 

 

 ご指摘のように先般の都市計画審議会において、駅前に関する南側

路線、いわゆる中央線でございますが、それについての計画では非常

に難色を示された意見がございました。これも財政健全化検討住民会

議の中での報告書にも報告されておるわけでございますけれども、町

といたしましては駅前周辺整備事業関係ではあの路線はアクセスとし

て是非必要だという事で説明をしており、当初の計画通り事業を進め

ており、地元の協力を得るための努力をしております。非常に残念で

ございますが、そういう意見の方もおられるという事で認識し、この

計画については前向いて進んでいるところでございます。 

 

 これもね、助役さん、時間はかかると思うんですけれども、私はや

っぱり住民会議からこういう答申書出たらですね、やっぱり住民会議

とそれを答申された理事者によって、私はやっぱり今、助役さん言っ

てもらったんで、都市計画審議会の時もそうだったんですけれども、

やっぱり町がやろうと思ってる場合はね、やっぱり理解を求めるため

に、住民会議の意見は必要やけども、それはそれで尊重されてもいい

ですけれども、やっぱりさき持って私はこうおっしゃってるけども、

斑鳩町の将来考えるとどうしてもやっていかんないけないというよう

な意見でね、私はやっぱり話合いをしといてもらうべきだと思うんで

す。いや、もう答申もろたら、言われるけどこの分についてはやりま

んねんと言うんじゃなしにね、やっぱりそういう心というのか話合い、

やっぱり皆ともっと話合う場をね、私はもっと持ってほしいと思うん

です。これとは関係ないですけども、用地の買収に行かれても、私は

その心は必ず活きてくると思うんです。皆も分かってもらえると思う

んです。しかしちょっとした言葉のあやででんな、私も田舎者でうま

い事よう言いまへん、はっきり言っとくけど。しかし、長い年やる中
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では、やっぱり私自身は理解してもろてるもんやと、神南でも色々問

題あります。しかしやっぱり何回か寄る間に向こうも、相手も何して

くれる、私もこういう考え方もあるんやなという事で、やっぱり理解

するものもあるわけ。そういう事が私は一番大事だと思うんです、事

業進める中でね。今から言ってもあれですけども、出来ますれば私は

財政健全化検討住民会議の方とですね、再度でも私はこの答申に基づ

いて、私はこうやと、こういう答申いただいたけれどもこうやという

町の姿勢だけ、私は示していただければ有難いなと思いますので、そ

れはもう理事者にお任せしときますんで、私は調整も何も出来ません

ので。 

 

 当然、 川委員のおっしゃるように、話合いをする事は大切なこと

です。話合いによって解決を図る事は必要な事である事は、我々は理

解してます。財政健全化検討住民会議、この中でもこの道路について

の必要性を訴え、担当部から詳細に説明してるわけです。しかし、財

政健全化検討住民会議の方々は、これは必要ないという報告書をされ

ております、答申じゃなく報告書をされています。しかし、我々とし

ては都市計画上やはり必要な事業については、この事業は必要だとい

う事で都市計画審議会にも諮っておりますし、そういう事で我々とし

ては今まで話合いをし、また色々説明してきた中でも断固として必要

ないと報告をされておられますから、 川委員おっしゃるように、あ

くまでも話合いをしようと言われても、相当な話合いの時間かかると

思うし、話合いしても理解は得られないと判断致します。その点理解

して欲しいと思います。 

 

 出来ますれば、私はこの住民会議の方と再度話をしていただいて、

町としてはやっぱりこういう問題についてはやっていけないと、それ

はじっきに聞いてくれりゃ、あの雰囲気からいきますとどうも、私も

びっくりしましたし、また他の委員さんもびっくりして判断してくれ

はりましたけどね、しかし私はその事をやはり、町長先頭に、町長が
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検討会議を作って答申もろてんねんから、やっぱり話合いする場を一

度でも持っていただけたら有難いなと思います、これはまあ 川の勝

手な意見やと思って聞いてくれはっても結構ですんで、私はそう思い

ますんで、その事だけ申し上げておきます。 

 ４－１号線なんですが、１８年度と１９年度で完成したいという事

ですね、間違いないですね。今日、あの踏切通りまして、前に私もは

っきり言いまして了解してるわけなんですけれども、あの踏切の幅を

見てね、なぜもうちょっと広げられなかったんかなと、その時に気が

付けばいいんですけど、私も専門家でないんで、あとで気付く事が多々

あるわけなんですけども、今更変えるわけにもいかないと思うんです

けれども、もう少しその、大きな計画というのか、斑鳩町全体見ても

ですね、言葉悪いか分かりませんけれども、中途半端な施設がほんと

多いと思うんですよ。これは都市計画の景観マスタープランについて

もですね、これはまあ良い事ばっかり書いたんねんから、しかしやっ

ぱりこれも大きな金かかってるわけでんが、これ。やっぱりこれに基

づいて、ちょっとでもこれに近づけよう、斑鳩町の将来はこうあるべ

きだという事を、町は認めておられるねんから、それに向かってね、

私はちょっとでも近づけていくべきだと思うんです。その努力を私は

もっとせんないかんと思うんです。こういう事申し上げておいて、い

つも同じような事言いますけれども、難しい事百も承知なんです。そ

れをあえてお願いしてるわけなんです、そら大変だと思うんです、事

業の推進に当ってる方は。しかしそれだけ考えてりゃ、何も出来ませ

んわ、だからそれを乗り越えて、やっぱり斑鳩町の将来、法隆寺のあ

る町、斑鳩町をですね、やっぱりそれに相応しい町にすべきだと、そ

らこれ読んだら良い事ばっかり書いてます、これ。言う事ありまへん

わ、これ。しかし実際にこの中でどの位進めてはりまんので。田園都

市や言うときながら、斑鳩町の公共施設見てみなはれ、みんな田んぼ

潰して建ててはりますやんか、そんなん 川さん、あんたも賛成して

はる、そら確かに最終的には私も欲しい施設やから賛成はしてますけ

ど意見としては言うてます。もう少し大きい目で私は考え、事業も進
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めてきてもらうように、私は努力してもらいたいと思うんです、大変

です、これはもうよく分かってます。駅舎もああして目に見えて来た

らですね、やっぱり皆さんも、私は考えが変わってくるんじゃないか

と思うんですよ。そこで、１号線から２号線ですね、この買収につい

ては、いつ頃から３、４号線の反動線ですね、都市計画道路、これに

ついてもいつ頃から買収にかかり、完成をやっぱり目途を定めて、そ

れに向かって前進していくというようにしないと、まあいいやん、頼

みに行ってるけど今ちょっと無理やねん、いつ出来るか分からんとい

う事では、私は脳がなさすぎると思うんです。 

 それともう一点、安堵王寺線の、私前からお願いしてます突当って

県道へ行く所はやるとおっしゃっていただいてます。しかし、それか

ら東へ今、建設課で計画、今年出来るのか、私まだ、常任委員会で聞

きたいわけなんですけれど、どの辺まで進んでるか、もう９０メータ

ーほどなんです。せめてあの区間を今のこの計画の中に入れられない

のかね、それだけ聞かしてください。 

 

 今ご指摘いただいております１号線及び２号線の進捗についての事

なんですが、先ほどもご説明させていただきましたが、まずこの計画

地の路線の関係につきましては、用地のそれぞれの筆界確認がしてい

ただきまして、確定することになります。今後、先ほども言いました

ように、まず筆界確認書の同意判をいただく図面を現在作成中であり

ます。それを作成しますと、それぞれの方に同意判、印鑑をいただく

という運びとなっております。それから、町としてはこの計画が出来

た中で、道路計画によります計画線を決めていかなければなりません。

そういった作業をする中で、地元の関係と協議しながら、道路構造物

に該当する部分と、地域の中で農地等がございますので、こういった

関係についての排水関係等を含めまして、地元と協議する運びとなっ

てこようかというように、そういった関係で、いつからという形にな

りますと、基本的にはそれぞれ事業としては２０年以降という形で契

約させていただいております。ただ、１号線については本年度予算の
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中でも１件、一応、用地交渉する予算化もさせていただいております

ので、そういった事も踏まえまして、我々は地元の協力を得られるよ

うな形で協議を進めさせていただきまして、そういった上で事業化を

図って参りたい、なるべく早く事業化も図っていきたいというように

考えておりますので、ご理解の方よろしくお願いいたします。 

 

 立会、私もここに土地ありますんで、一緒に何させてもらって、こ

の間同意したわけなんですけど、しかしこの図面が出来上がってくる

のはいつ位かは、そんなもんは町の方から業者、やっていただいてる

方とですな、話合いでそんなん分かると思うんです。だからやっぱり

ある程度、何月までにはやっていただきたい、それからまた判もらい

に行かなあかん、その同意の判は役場が行くんか、業者が行かれるの

か分かりませんけれども、また地元の役員さんが行ってくれはるのか、

それは分かりませんけれども、それも何月中には、せめて１８年度中

にはその作業は終わりたい、やっぱり計画をもっていかんとですね、

いやまたあこ延びてまんねん、またこうでんねんと、そんな事言うて

たら、いつになっても計画進みまへん。こんないい駅舎出来てでんな、

来年３月に出来上がりまんねん。遅くとも私は１日には供用開始なる

見込だと、私はそう思ってるわけです。３月末完成やからね。これ見

たら、４－１号線でも１８年度と１９年度でやる、この間も５号線の

関係で地元の方がえらい憤慨しておられた。説明に来られた時には片

歩道と言うんですか、だったのに、今両方とりになってる、その説明

はないとおっしゃってる。聞くと説明をされたようですけども、そこ

らの行き違いがね、私はその事業をなんぼでも遅れさすと思うんです。

やっぱり出来上がったもの、どんな施設でもですね、やっぱり利用し

ていただいてこそ値打ありまんねん。利用していただけないような施

設やったらあきまへんわ、その利用をしてもらおう思ったら、皆さん

が来やすいように、また使用しやすいように、やっぱり最善の努力を

せんないかん。 

 



 - 25 - 

都市整備

課参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川委員 

 

 

 

 

都市整備

課参事 

 

 

都市建設

部長 

 

 

 

 

 

 

 

 事業の年度なんですけども、計画としては２０年度以降で着手する

という風に考えております。先ほどの、筆界の確認点の関係につきま

しても、５日に立会、土曜日ですけども、地権者の方におきまして夕

方５時から実施させていただいて、確定をしたわけです。これについ

ても、図面については、やっぱり早急に確定図面を作成するように業

者の方にも話をしました。またその図面が出来上がりますと、我々が

それぞれの地権者の方に筆界印をいただきに回るとという運びとして

おりまして、これは出来上がり次第早々に回っていきたいと考えてお

ります。また、図面の作成の時期にと言いますと、これはもう当然年

度内にはこういった作業を完了して参りたいというように考えており

ます。 

 

 その今もう、図面の作成と、それから皆さんの境界の明示というの

か、判もらうのに、そない１９年いっぱいかけんなら出来ないんでっ

か。それと、私先ほど申し上げた東行く９０メーターほどの区間です

ね、安堵王寺線、これはどうしても無理ですか。 

 

 この筆界の確定図面が１９年度というんではなしに、これはもう１

８年度中、出来上がり次第早くにしていくという事なんで、１９年度

までは我々としてもかからないというように考えております。 

 

 先ほどの質問の中にもありましたように、新家と目安を結ぶ町道、

建設課で対応させていただいております。その分についても用地につ

いて、協力のお願いに寄せてもらってるわけですけれども、少し以前

からの話の中で、難色を示されているところもございまして、ちょっ

と今現在、目途がたっていないというような状況がございます。そう

した中で、新家目安線が整備される、そして２号線の整備で安堵王寺

線が西側が出来るという状況になれば、それは当然、東側部分、とな

るわけですけれども、行政界に関わってきている話でもございますの

で、安堵町との協議も当然必要になってくるという事もございます。
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そうした中で新家目安線の動向も確認しながら、そして安堵町の状況、

対応、その辺の事も確認をしながらやっていく、進めていくべきかな

という事がございますので、今すぐここで東側の部分を整備をしてい

きます、という事はちょっと言えない状況にあるという事でご理解を

していただきたいと思います。 

 

 これ以上申し上げても、４０２号線についても、先ほど５号線の事

を申し上げたけど、それは回答ないですね。 

 

 ５号線につきましても、当然計画している路線でありますので、我々

としては今後も関係者の方に、ご理解を得られるべく努力をしていき

たいというように考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

 もうくどくど申し上げませんので、やはり施設が出来上がり、やっ

ぱりそれを気持ちよく使っていただく為にも、私は前々から駅舎より

もまず道路が必要だという事を、委員会ある毎に申し上げてきてるわ

けなんです。バスが入らんような駅舎作ってね、こんなとこほんとに

ありませんが、全国で見ても。だから今日見せてもらって、完成にな

ったらほんとに皆さんもよかったなと喜んでいただけるものだと、こ

れは町の努力でこうなったわけですけれども、それをやっぱり最大限

活かせるように、私は最大の努力をしてほしいと思うんです。引っ込

み思案じゃなしに、前向いて前向いて、やっぱり進んでいかんないか

んと思うんです。だから、その為にはやっぱり皆が力を合せて進んで

もらわないと、あれはあこの課や、ここはこの課やという事じゃなし

に、協力できる路線については、お互いに協力し合って、私は斑鳩町

の都市基盤、特に道路の関係についてですね、進めてもらいたい、こ

のように思いますので、よろしくお願いをしておきます。この件につ

いては終わります。 

 

 他に。浅井委員。 
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 今、部長言われた新家・目安線というのは、どこからどこまでです

か。 

 

 元吉忠さんの前一部整備が出来ておるわけですけれども、そこから

整備未了の部分、三代川までの区間まず進めさせて頂きたいなと、こ

のように思っておりまして、地権者の方にもお願いもしているわけで

すけれども、直ぐ協力していこうという状況ではないということで報

告を受けてるところでございます。 

 

 部長悪いけどもうちょっとはっきりと言葉教えて頂きたいんですけ

どね、私の解釈は、吉忠からなかつじの散髪屋までですか。それとも

駅まで。 

 

 まず三代川の合流点の所までまず広げさせてもらうということで、

今、公社の方で予算計上させて頂いてます。上流につきましては、今

後、三代川の改修等もございますので、その辺の状況も見ながら対応

していかなければならないかなとこのように考えております。 

 

 そうしたらね、三代川の合流点までいうたらそれから以後北へ拡張

ならなかったら、その道路は意味なさんと思いますねけど、それはや

っぱり駅までも抜けるということに対して、私も地元やから協力させ

てもらいますけども、あこで止まるとなったら意味なさんと思うんで

すけどどうですか。 

 

 先程も説明させてもらいましたけれども、三代川改修では左岸側に

も道路をつくるという事で県の方考えてくれてますので、その辺の道

路の状況を見ながらですね、対応させて頂くという事ですんで、今の

状況では三代川について目に見えた形になって来てないという状況に

あり、早期に進めたいという事で今、県と一緒に努力してるわけです
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けれども、その辺の状況が目に見えれば、この三代川の合流点まで取

り合いをどう整備できるんか、また報告させてもらえるんかなと、こ

のように思っております。 

 

 あのね、三代川改修について、私もここへ出して頂いて１２年間、

私の一般質問て数はございません、たいがい三代川入っております。

せやから三代川改修につけてまーそれ考えるて言うけど、三代川は現

在６メーターの、東側に４メーターの道ですか、つけるという計画が

あって、今現在通ってる駅行く道はなんぼあんのか、５メーターあん

のか知らんけど、これを６メーターに抜かんな、左岸側右岸側のこの

道は別にして、やっぱり吉忠から駅まで６メーターで抜いてもらわな

ら困るというのが一点です。 

 それとね、私もアクセス道路は私の地元です。色々な意見聞きます。

町も一所懸命になって説明もして頂いてるのもようわかりますねけど

も、やっぱし、どんな意見も出てます。これいつ出来んねやという人

もあるし、うちは絶対だめだと言われてる。私第一ね、地権者を町は

どう思うて頂いているか、ちょっと意見聞かしてほしいんです。町の

施設は必ず地権者があるはずです。この方をどう思ってるのか、農家

をどう思ってるのか、ちょっと聞かせてください。 

 

 用地を協力して頂くにあたっては、農地の所有者もおられますし、

そこに住んでおられる方もございます。それぞれそこに住まれ、また

耕作されているわけですから、愛着も当然ございます。それを協力を

していただくわけですから、その担当としてできるだけその地権者の

方の言い分も聞かせていただきながら、こちらからもまた協力をお願

いする事もあるわけですけれども、その意見等も十分拝聴してですね、

用地交渉を行ってきているという状況でございます。そうした中で、

先程報告させてもらいましたように、パークウェイにしろ法隆寺線に

しろ、色々用地を協力願ってると。地権者をないがしろにするという

事になれば、当然、用地協力して頂けるわけではないんで、地権者の
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事を思いながら、交渉をさせて頂いているという事でございますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 

 あのね、私地元やから色々意見聞きます。道路に、アクセス道路に

ついては、東に６メーター計画道路途中まで来てると。西には高田・

枚方線あると。これ真中に１００メーターおきに道路１８メーターつ

いて農耕にどんだけ支障きたすかと、これは町の理解はよくわかって

ますけども、住民の方のご理解、あの私がいつも言うた歩道橋、誰も

通らん歩道橋とせんど言われました。私がどの位身切る、痛かったか。

村にも怒られました。金返すからあれ取ってくれと。ほんで私は言う

たんですわ。町事業やない県事業やと。県道を跨ってると。それは公

安委員会が査定して、過去の交通量、事故件数、死亡数をみてあれを

つけてもうたということは私は町民の皆さんに理解してもうてないと

思います。今度新たに、この１８メーター駅へアクセス道路入んのは、

理解がしにくい。住民の方がどんな感じを持っておられるか。住民検

討委員会で色々な問題出たと聞きました。そしたら私らそこまで協力

せんなんのかという問題出てきます。いかるがホールも私も協力させ

てもらいました。高田・枚方線にも私協力させてもらいましたよ。こ

れに対してね、あの高田・枚方線で私は土地収用法一歩までいったん

ですわ。もうすぐなるとこを夜の１２時にあれが話ついたんですわ。

そのときは斑鳩町ははっきり言って手離さりました。安堵の寺田町長

が県と話合いしてあれがついたわけですわ。これはもとのハダさんと

カシワラさんの議員さんが話して、もうこれで私ら手を離すと言われ

てそこまで来たわけですわ。ほんでうちは安堵町と斑鳩町と跨ってお

ります。安堵の方は出作ですわ。ほんで私も農業やっとって、これだ

け道ついてコンバインは横断できんのかと言われたら、私もできると

はよう言いません。１８メーター、前に一台車止まって信号向こう越

えられるかという問題出てますねん。ホール出来たかて、いやあんな

とこ位置付け悪いと怒られて、何でこの位言われんなんか。住民の方

理解できてないなと。そない思ったら今の道路は私らは協力ようせん
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という声が多いですねん。ほんで住民の方に施設持って来られたらそ

の近所は良くなるかわりにその反面悪くなる所もあるやろと、いう事

を私は思ってる。ほんで今の駅舎を見に行って、色々なちょっと意見

も出ました。あこの住民の方、通る方、こういう意見出てると。私は

それは確かに出ますよ。せやけど出来上がったら必ず良くなるんです

わ。みんな利用しやすいように良くなっていくんですわ。工事期間中

は辛抱してもらわなしょーない。大阪行ったかて工事やっとったら、

あこ行くのにどこ行ったらわからんぐらいにね、トラ柵立てたり板で

囲って行けんとこいっぱいありますわ。今度完成したら、ああ変わっ

たなと。それによって人活性化してその町良くなって行きますねや。

ほんで今日の問題でも、狭いて言うてはるけど、工事してんねやから

狭いのこれ当然の事ですわ。それやったら工事やめといたらええねや。

駅舎建てんといたらええねや。それすることによって駅が良くなって

行きますねや。はっきり言うて。違いますか。せやから工事地区ぐら

いはやっぱり皆さんに不便かけるけども辛抱してもうたら、今、小泉

に流れてるお客さんでもこっちに来るんやないかと。またアクセス道

路出来て、モータープールもあこら出来るやろ。また法隆寺の駅利用

しようかという人私は増えると思いますよ。せやけど地権者の事もう

ちょっと考えてもらわんと、私ら協力して来て、いかるがホール行く

の位置付け悪いとか、遠いとか、こんなとこ持って来てとか、あの歩

道橋誰も通らんし、私たいがい事業あった時、あこで催しあったら立

ってて、ガードマンさんに歩道を越えてくれと言うんですわ。あこで

ガードマン止めたら、こっちの信号も止まって車停滞するんですわ。

何のために付いたんやと私言うんですわ。ほんでそんな事住民の方が

見られて、そういう言い方されると私らは協力する気になれませんわ。

やって文句聞くねやから。これをね、町の方は理解出来たるけど一般

の人は出来てません。未だに誰も通ってないやないかとあの歩道橋。

今度あの道出来て、駅来るのにあの道通って来る人ありますか。はっ

きり言って。目安の人でも現在の道来たら一番早いです。河合の人で

もあこ通る人は車で来るんですわ。せやけど歩いて駅行く人ありませ
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んわ。誰も通らない道や、１８メートル付けて。新家の田んぼずーっ

と取られてもう新家も売るだけ売ってますがん。せやから私は地権者

であり、ここ出さしてもうとったら協力せんなんいかん。私はしゃー

ん言うのはそこですわ。みんなに意見聞いたらお前これ何考えてんね

ん言われますねん。もっと地権者の事考えてやってもらわな困るのそ

こです。ほんで皆さんにこれを言うてもうて理解してもらわな、うち

らの方は前進みにくいと思いますわ。やって怒られるんやから。協力

して怒られんねやから。そらただちゃいますよ、お金もうてますよ。

せやけど今はこれ以上もう売れへん、子どもがするだけしか残してな

いという、うちら平均反少ないですよ。せやけど出作で安堵町の人も

理解しにくいし色々な問題出てます。私もこれ板ばさみですわ。うち

帰ってお前なにしとんねんいうて。こんな話出たんのしらんのかと。

知りまへんねんいうて。何しに行ってんの我、月給泥棒か言われたわ。

色々な問題ありますよ。今日その他なんやからこれに関して私言いま

す。三代川の改修出来てなかったらあの水ほかせ、臭いと。うちは神

代の昔からあこ取ってますねや。なんでほかせやいんねや言わるけど、

あれがうちの生活圏だんが。あれで年中水替えてる人ありますねや。

ほかせて。東川薬局のとこで東小学校の子が水質検査したらきれいや

ねや。駅のあこまでで汚れんの、だれ汚しますの。住んでるもん汚す

ねやん。そんな事わからんのかと私思うわ。うちかてあれは農業用水

やから絶対落とさんと、うちの水利組合長言うてる以上、私かてそう

簡単には出来ないと。また、濁ってきた時は水の必要な時やから落と

されへんと。雨降ったら自動的に三代川の風船こけますねん。こかし

たらええね言わりますけど、私雨降った時に三代川の風船こけた時に

富雄川へ走っていくんですわ。富雄川の井堰こけてますか。皆立って

ますやんか。西団地、水つく言うてはんのに。富雄川の井堰も風船に

したったら高安西団地、水つかへんねや。皆こけとんねや。いつまで

も立っとんがん。わしいつも、うちわしそばやから、あれこけたら富

雄川走って見に行くねや。皆立っとんがな。これどないしなはんの。

あれが風船ダムにしたったら、あの水がパタッとこけて高安西団地で
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も安心して寝てられる。あれが立っとりゃこれは自分ら農業用水取っ

てるから、５月の末から９月いっぱいはあの井手は打ちっぱなし。さ

し板、こみ栓入れたるけど絶対抜けへんわ。あれうちらの井手こけた

るけど、富雄川こけたらへんのえらい水や。これも皆どない思うては

るんか。高安西団地の人は当然の事や思うて言われるけど、そら当然

ですわ。せやけども、ある反面、あこは元々湧水であったとわしは見

てると、小さい間から。受けとゆもあるとこに建ったるんやから、多

少その事も考えてもらわな困るなと思う。私も県へね、何べんも郡山

土木、常任委員会から陳情に行きました。県議も一緒に行ってもらい

ました。色々な結果聞いてるけど、進捗状況ないというのも一つの原

因やし、私らは地権者は、皆さんが、町民の皆さんが理解してくれは

りゃまたいいけども、言わる事もう無茶苦茶や。この道わしらの道や

どけんか、通れやいんやないかと、こんな問題出てきますねん。そん

なんで地権者が協力できますか。ほんでどない思うてはんのというの

は、町はよう理解してもうてますよ。住民の方は理解できてますか。

これは広報でどんどん書いてもうてやらんなら、私らはそれについて、

新家なんで１００メーターおきに大きい道つけんのか、それも今言う

てる目安・新家線があこで止まってしもたら、６メーターの意味なさ

へんがん。駅まで抜くねやったらええと言わはりまんねん。こんなと

こで止まんねやったらあんた弱いものいじめやて。これはわしら農家

の人の話ですわ。井手の問題でもそうや。この水流せ、臭いさかいに

流せ。昔からとって農業用水に使てんねや。何も意地悪してやしまへ

んで。住民の方あこ住まはる時に、あの風船ダムあんの見て住んでは

んねや。そこまで追い出し、また野焼きの問題も出てました。これ警

察問題になりました。野焼きてどんなんか。こんな話余談になります

けど、野焼きというたらね、産廃燃やしたら私野焼きかと思いますね。

農業で出来たものそこで焼くというのは一応付則でいけるはずですわ。

法的に、ここの環対の中尾さんが調べたら大丈夫ですという事、ただ、

水を直ぐ消せるように消火の設備だけして燃やしてくれと。これは一

つの何かして。せやから町の言われる事、何べんも来てもうて、こな
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いだ 川議員も来てもうて、境界の立会いもしてもうて、ここまでし

てもうたと。そしたら新家の村としても町やっぱりこないして金かけ

てんねんなと言う人もあります。いつ出来ますのという人もある。来

年ここ川切したいねけど、ここ欠けまんのと、わしかてそらわからん

てわし言わなあかん。皆目的、計画あってやってはんねやからね。せ

やからある程度はやっぱり協力したろかという人もあります。これわ

しはっきり言うわ。せやけど地権者の事思わんとあんなとこだれも通

らん道つけたとか、あんなんだれも通らへんあんなとこ持ってきてて

言われんねやったらもうやめとこと私は言うてますね。ほんでもっと

施設はね、やっぱりその近所、助役さんこんなん昔の話出したらいか

んけども、総合福祉会館もそうでした。あこでしたら高いやないか、

向こう行ったらいいやないかと。へたら助役さんやっぱりこの町の施

設、小学校、役場なんかはこの近辺の農家の人の協力によって地権者

の協力によって出来たんや。これ以上潰すのかなんというのはどこで

も一緒ですわ。それを住民の方がなんぼ税金はたいて地権者が協力し

た事に対してはやっぱし喜んでもらわな困る。わしでもこんなん言う

たけどもう５反出してますやんか。助役さん来てくれはって、そらそ

こまで言うてくれはんねやったら思うてわしも感謝状も出してもうて

やった。次うちなんぼかかりますの。それも常にきれいに欠けるねや

ったら横ぎられてですよ。欠けますねん。それも昔からわし親父から

売んな言われてる田欠けますね。もうこれ以上出さん言うてる田欠け

ますね。せやから住民の皆さんに理解できなあの道わしできませんわ。

そう思います。ほんで今でも通らん歩道というのは今、住民検討委員

会であんな道つけてだれ通んねとこないだわしちょっとはっきり知ら

んけど言われたと聞いとるから、しんどい話やなと思います。ほんで

もう理事者の方は一生懸命やってもうてるのはわかってますよ。私も

嫌味言うけどもそら理解できます。せやからやっぱり住民の皆さんに

皆こぞってやってくれと、それやったら昔の事言わへんけど、昔ここ

汽車走んの煙臭い言うて向こう持って行かはってんやん。 

ここ通ってたらもっと斑鳩町栄えたる、ホールも寺も栄えてまんが。
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向こう持って行ったという事でこういう結果出てまんねんねやから。 

 

 答弁はよろしいですか。 

 

 はい。 

 

 ほかにございませんか。飯 委員。 

 

 先程見学行かせていただきまして、昨年の１１月頃から２面２線と

いうことで工事されてました。９月２日から跨線橋撤去ということで、

一部自由通路を使用するということで、そこのとこに、今日説明聞き

ましたら、仕切り板を立ててするという事で、当然仮設的なものであ

るし、一時期の期間である。仮設の材料、構造というのはちょっと聞

いてなかったんですけども、場合によっては地震等で、悪く考えると

地震等で倒れたりする構造であってはならないとは思うんですけど、

その辺のちょっと、どういった構造になってるかという事を一点と、

それと今回、法隆寺をイメージした形で、前にもパースを書いていた

だいたんですけど、どうもこのイメージが頭にありまして、今日、現

地行きましたら、エンタシスの部分の、どうもこのイメージとちょっ

と差があり過ぎたなとは思うんですけど、僕だけやったんかも分かり

ません。確かに住民の方が今度、ここを通られた時にどうイメージさ

れているのか分かりませんけど、今日行った範囲においては、僕のイ

メージはそうやったという事で、町としてもこれでよかったんかいな

という事で、思うんですけど、この見解をお聞きしたいと思います。 

 

 まず一点目の現地見ていただいた中で、工事区間と自由通路の仮使

用する部分の区間の意匠の関係なんですけども、これについては、一

応仕切りという形で天井まで上がってるという形なんですけれども、

ただ今おっしゃってるように、地震等によってそういった通行者、ま

た工事の関係で問題ないかということなんですけれども、特に発注と
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してはＪＲの方で発注されて、大鉄工業が施工されているという状況

もありますし、またこの関係については、特に工事だけじゃなしに、

ＪＲとしても下の方でそういった通常の旅客鉄道としての運行もされ

ている。また一方、仮使用する自由通路についても、一般の利用客が

利用されるという事ですので、当然、安全面に対しては、十分な対応

をなされているという風に我々も理解しております。ただ、意匠がど

ういう形かというのは、構造の品物と言うんですか、まだ確認できて

ないんですけれども、十分対応してるという風に考えております。 

 それと特に自由通路見ていただいて、この完成イメージ図と若干違

うという事があるということなんですが、特に自由通路につきまして

は、法隆寺に見られます回廊をイメージしたものとして、自由通路の

イメージ図をかかれているように、私も理解しておるんですけれども、

特に柱の関係について、特にイメージと違うという風におっしゃって

いただきました。構造的には法隆寺を見ますと、特に日本建築で最古

のものでありますし、木造でされていると、特に回廊という形のもの

がありますので、その中で町の自由通路また駅舎をするうえにおいて、

今回、構造的には木造じゃなしにやはり鉄骨等でされている関係がご

ざいまして、そういった意匠もイメージを見ますと、若干の重厚性と

言うんですか、そういったものについては見られておらない分もある

のかなと思いますし、また意匠の関係で見ていただいてます、特に今

現在、窓ガラスの枠がついておったんですけども、枠のところにまだ

格子の部分がはめられます。これはまだ現地の方では設置されておら

なかったですけれども、それはまだ、少し横の方に保管はされておっ

たんですが、今後つけていかれるという形なんですけども、そういっ

た形と合せて我々もこのイメージ図の上の方にですね、柱がまだ格子

の上にもあります、図面では。ただし、我々も設計と実施段階におい

て、また法隆寺の回廊を写真を拡大させていただきますと、こういっ

た上の方の柱については本来ない、という事ですので、現地の施工の

中でこういった協議をしまして、上の方をなしにしてもらった、です

からイメージ図を見ていただくのとなるべく近い方向で我々も現地で
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協議しながら施工していただいておりますねんけど、そういった形で

イメージ図と若干違う部分もありますねけど、なるべくならそういっ

た形のものに合う形、現地とまた回廊に合う形で施工させていただく

中で、少し若干違う面もあるのかなという風に思います。内容につい

てはご理解いただきたいなという風に思います。 

 

 仕切りについては、十分安全な形で、また設置した後でちょっとま

た町の方で確認していただきたいと思います。それと、次の回廊の部

分ですけども、当然今日は１００％の完成じゃなかったんで、最終的

な姿図を見てイメージすればいいわけであって、途中段階なんで、ち

ょっと部分的にそう思いましたんで、ちょっと意見を申し上げました。

以上です。 

 

 他にございませんか。三木委員。 

 

 今、飯髙委員が回廊の件について、意匠と違うのは私だけでしょう

か、という事なんですけれども、実は私も感じておりました。これ、

昨年の１１月２４日の最終の図面の時に平面図とパースいただいたわ

けですね。初めて現地で近くで見させていただいたわけですが、今、

私も意匠については、以前から色々言わせていただいているつもりで

すが、屋根の件であるとか回廊の件、色々とお話してきたと思います。

屋根も現在、今日近くで見させていただきまして、当初はわ型の日本

瓦が、という事で私も強く言ったんですが、地震等危険だという事で

金属瓦の日本風の、という事でしたが、実際私見させていただいて、

金属だなと、わ型には見えないなというのが正直な印象です。それと

この回廊の件ですけれども、今、堤参事からちょっと回答いただきま

したけどね、頭上にくる柱も実際はないという事ですね。この三斗組

の柱ですね、これも現地で見ましたら実際にはこういう形になってな

くて、非常に薄い鉄板で貼り付けてあるような状況でした。この三斗

組については、住民の方々からデザイン的に強い要望がございまして、
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都市整備の方、ご存じだと思いますけれども、やはり五重塔の手すり

の卍もどき、ああいうのとか、三斗組、こういうのはもっと本物らし

く実際の柱で作ってみてくれないかとかというような要望もあったと

思います。だけどもあくまでも駅舎はイメージだ、雰囲気作りだから、

本物は法隆寺へ行って見てくださいと、あくまでも駅舎ではイメージ

を想像さして、それでいいんだという事の、私はその時、回答いただ

いたと思うんですが、ただ、私今回あの現場を見ましてね、実際にこ

れ、完成予想図です、予想図ですが、私たちは委員会でこれを協議し

てきて、意匠を、じゃあどこまでこれがこのイメージに近いものが出

来上がるのか、私たちはこの絵を見てでしか判断できないわけですよ。

そして今、頭上の柱がなくなるというような事も、分かった時点で報

告はいただけなかったのかなと、これが金属でつくるので非常に難し

いのならば、こういうものにならないという事を事前に報告いただけ

ないのか、じゃあ、今ですね、このイメージに近いものをという事で、

現実ですね、こういうイメージで脹らました形のものが変更できるの

かどうか、難しいんじゃないかと思う。それと、私たちは柱の色もで

すね、非常に黄色っぽく見えてるんですよ、全体のパースもそうです。

だから、私たちは重厚な感じだなという風に思ってるわけですよ。で

も実際にですね、私、施設課長にこれ、仕上がりですか、と聞いたら

仕上がりです、と言ってるんです、あの色は。非常に茶色かったです

ね、このイメージとはちょっと程遠い色ですよ。でもこの色は、実際

に町の方々も立ち会ってあの色を判断したわけでしょ。だから、なぜ

パースの色とこうも違ってきちゃうのかと、じゃあ我々は何を判断す

ればいいのかと、何を協議してきたらいいのか、という事になるじゃ

ないですか。それのところですね、このイメージ、完成予想図のこの

パースに対して、どの程度ですね、この認識を持ってるのか、完成に

近いものをと思ってるのか、それとも変更してもいいのかどうか、そ

の辺どう思ってらっしゃるんですか。 

 

 意匠の色についてのご質問なんですけれども、特にイメージ図を配
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布してる部分と、現地で出来上がってる色については、私どもとして

も若干の色違いがあるなという風に考えているところでございます。

ただ、特に鉄、鋼板という形でする中で、そういった色について、実

際する時に、いろんな焼付けする場合に、色がございます。その中で

一番今のイメージ図に合った色を選んだわけですけれども、それにな

かなか１００に近い、ある色というんですか、なかなかそういった色

見本の中でないという事もありまして、ただ、おっしゃってる内容に

ついては、我々も十分、協議する中でも言ってきたんですけれども、

どうしても色見本の中で今のお示しさせていただいているイメージ図

のパースの色、なかなか合わなかった、合致する色がなかったという

事で、それに近い色を我々選択させていただいて、今の意匠になった

という事でありますので、一つご理解いただきたいなという風に思い

ます。 

 

 ご理解いただけますか、という事じゃなく、あれでいいのかどうか

というのですね、やはり住民の方も全部このパース見てるわけですよ、

このパースを見てですね、間違いなく言ってくるのは、じゃあ三斗組

なんかはですね、柱にしてくれというのは、こういうイメージだから

と言って、この半分になったところが出っ張ったところが厚味になる

というのを見てるわけですよ。そしたら、こういうものが出来上がっ

てくるんだなという事で皆さん思ってるわけですよ。現実そうじゃな

いってもの出来たら必ず言ってきますよ。丸いものをお願いしたけど、

半分のものでと、ああいうイメージだったんだけど、実際違うじゃな

いですかと、薄い鉄板になってるじゃないですかと、必ず言ってきま

すよ。色はともかくとしても。だからこのイメージ図というのが、ど

こまでこれが真実性があって、住民の人たちに対しても、これは間違

いないんだと言い切れてるのかどうか、ここまで変えていいものかど

うかという事を心配するわけですよ、その辺どうですか。住民からそ

ういう声が聞こえたらどうします。反論できないでしょ。 
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 委員ご指摘のように、厚みが薄すぎるというご意見なんですけれど

も、今日見てもらった中では、格子もない、南側のこの部分のガラス

のはめ込みもされてない、足場だけが目に付くという状況にあります

んで、全体を見た中で、このイメージにどれだけ近いというのか、担

当としては打合せ、色なり、打合せするのは十分させてもらってます。

色についても出来るだけ近づけるということで、打合せもさせてもら

いながら、今日にきているわけです。そうした中で、全体を見た中で、

このイメージにどれだけ近い状態になってるかというとこら辺でもご

判断をしていただきたいなと。今、西側は殺風景のいけいけ状態とい

う状況もございますんで、なかなか全体の感じは掴めていただけない

という状況にありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

 どうも、どうする、というお話が聞かれないようなんですけど、実

際にはもうあれで進んでいくんでしょ、あの色で、あの形で。だから

私たちは委員会で検討してきたわけですから、それに則った進め方を

していただきたい、違っているものは違ってるんでね、もう少し一工

夫をしてですね、近いものにしようという努力をですね、していただ

きたいという事を申し上げて終わります。 

 

 他にございませんか。 

 

 （ な  し ） 

 

 ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 （２）ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業に関することについては、説明を

受け、当委員会として了承をしたということで終ります。 

 これをもって、本日の案件についてはすべて終了いたしました。 

 なお、本日の委員会報告のまとめについては、正副委員長にご一任

いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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 （ 異議なし ） 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、閉会にあたり助役の挨拶をお受けします。 

  

 （ 助役挨拶 ） 

 

 これをもって都市基盤整備特別委員会を閉会いたします。 

 どうもご苦労さまでございました。 

 委員の皆さんには、先進地視察について、ご相談したいと思います

ので、そのまま自席でお待ちいただきますようお願いいたします。 

               （ 午後１２時１３分 閉会 ） 

 


